
平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
九
十
三
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
種
馬
鈴
し
よ
の
検

査
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

谷
津

義
男

（
基
準
の
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
基
準
は
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
七
日

農
林
省
告
示
第
五
十
八
号
（
検
査
を
受
け
る
べ
き
種
苗

及
び
適
用
除
外
地
域
の
指
定
に
関
す
る
件
）
に
よ
り
植

物
防
疫
法
第
十
三
条
第
一
項
の
指
定
種
苗
と
し
て
指
定

さ
れ
た
種
馬
鈴
し
よ
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
又
は
独
立

行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
が
生
産
し
、
か
つ
自
ら

検
査
す
る
場
合
の
当
該
検
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。

（
検
査
の
対
象
）

第
二
条

検
査
は
、
培
養
施
設
（
組
織
培
養
に
よ
り
種
馬

鈴
し
よ
の
生
産
を
行
う
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、

培
養
用
種
馬
鈴
し
よ
、
植
付
予
定
ほ
場
、
植
付
予
定
種

馬
鈴
し
よ
、
栽
培
中
の
ほ
場
及
び
生
産
さ
れ
た
種
馬
鈴

し
よ
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
査
の
時
期
）

第
三
条

検
査
の
時
期
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

培
養
施
設
の
検
査

培
養
開
始
前

二

培
養
用
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

培
養
開
始
前

三

植
付
予
定
ほ
場
の
検
査

植
付
前

四

植
付
予
定
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

植
付
前

五

栽
培
中
の
ほ
場
の
検
査

春
作第

一
期

ほ
う
芽
後
植
物
体
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ご
ろ

第
二
期

着
ら
い
期
か
ら
開
花
期
ま
で

第
三
期

落
花
後
二
十
日
ご
ろ
ま
で

秋
作
用
春
作

第
一
期

ほ
う
芽
後
植
物
体
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ご
ろ

第
二
期

着
ら
い
期
か
ら
開
花
期
ま
で

秋
作第

一
期

ほ
う
芽
後
二
十
日
ご
ろ

第
二
期

ほ
う
芽
後
三
十
日
ご
ろ

六

生
産
さ
れ
た
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

掘
取
期
か
ら

選
別
期
ま
で

›��
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２

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
検
査
の
う
ち
、
第
一
期
の
検

査
は
植
付
予
定
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査
及
び
植
付
予
定
ほ

場
の
検
査
に
合
格
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
第
二
期
の
検

査
は
第
一
期
の
検
査
に
合
格
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
第

三
期
の
検
査
は
第
二
期
の
検
査
に
合
格
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
。

３

生
産
さ
れ
た
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査
は
、
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
検
査
の
う
ち
、
第
三
期
の
検
査
（
秋
作
用

春
作
及
び
秋
作
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
期
の

検
査
）
に
合
格
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

（
検
査
の
方
法
）

第
四
条

培
養
施
設
の
検
査
は
、
施
設
別
に
、
有
害
動
植

物
に
よ
る
汚
染
防
止
の
た
め
の
措
置
を
確
認
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
。

２

培
養
用
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査
は
、
抗
血
清
検
定
法
、

電
子
顕
微
鏡
検
定
法
、
遺
伝
子
診
断
法
及
び
接
種
検
定

法
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
す
べ
て
の
馬
鈴
し
よ

に
つ
い
て
行
う
。

３

植
付
予
定
ほ
場
の
検
査
は
、
ほ
場
別
に
任
意
に
採
取

し
た
土
壌
に
つ
い
て
土
壌
検
診
を
行
う
。

４

植
付
予
定
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査
は
、抗
血
清
検
定
法
、

グ
ラ
ム
染
色
法
及
び
接
種
検
定
法
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

品
種
別
及
び
系
統
別
に
植
付
株
数
の
五
％
以
上
を
抽
出

し
て
行
う
。

５

栽
培
中
の
ほ
場
の
検
査
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
シ
ス
ト
セ

ン
チ
ュ
ウ
の
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
は
ほ
場
別
に
任
意

抽
出
し
て
掘
り
取
っ
た
馬
鈴
し
よ
に
つ
い
て
、
そ
の
他

の
有
害
動
植
物
（
種
馬
鈴
し
よ
検
疫
規
程
（
昭
和
二
十

六
年
二
月
二
十
七
日
農
林
省
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下

「
検
疫
規
程
」
と
い
う
。）に
規
定
す
る
有
害
動
物
及
び

有
害
植
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
発
生
の
有
無
に
つ

い
て
は
ほ
場
別
及
び
品
種
別
に
ほ
場
に
生
育
中
の
す
べ

て
の
馬
鈴
し
よ
に
つ
い
て
行
う
。

６

生
産
さ
れ
た
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査
は
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ

シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
は
ほ
場

別
に
、
そ
の
他
の
有
害
動
植
物
の
発
生
の
有
無
に
つ
い

て
は
ほ
場
別
及
び
品
種
別
に
〇
・
三
％
以
上
を
抽
出
し

て
行
う
。
た
だ
し
、
植
付
予
定
種
馬
鈴
し
よ
に
用
い
る

種
馬
鈴
し
よ
に
つ
い
て
は
、
ほ
場
別
及
び
品
種
別
に
五

％
以
上
を
抽
出
し
て
行
う
。

（
検
査
合
格
の
基
準
）

第
五
条

検
査
の
合
格
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

培
養
施
設
の
検
査

有
害
動
植
物
の
侵
入
防
止
措

置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

培
養
用
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

有
害
動
植
物
の
付

着
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

三

植
付
予
定
ほ
場
の
検
査

検
疫
規
程
第
八
条
第
一

号
ロ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

四

植
付
予
定
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

有
害
動
植
物
の

付
着
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

五

栽
培
中
の
ほ
場
の
検
査

検
疫
規
程
第
八
条
第
二

号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

六

生
産
さ
れ
た
種
馬
鈴
し
よ
の
検
査

検
疫
規
程
第

八
条
第
三
号
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

（
検
査
に
従
事
す
る
職
員
）

第
六
条

検
査
に
従
事
す
る
部
門
（
以
下
「
検
査
部
門
」

と
い
う
。）及
び
検
査
が
こ
の
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
保
証
す
る
部
門
（
以
下
「
信
頼
性
保
証
部

門
」
と
い
う
。）に
属
す
る
者
は
、
そ
の
業
務
を
適
正
か

つ
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
訓
練
を
受
け

た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
を
遂
行
し
得
る
能
力
を
有

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
管
理
者
）

第
七
条

検
査
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
（
以
下
「
検

査
管
理
者
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

検
査
ご
と
に
、
検
査
部
門
に
属
す
る
者
の
う
ち
、

当
該
検
査
の
実
施
、
記
録
、
報
告
等
に
つ
い
て
責
任

を
有
す
る
者
（
以
下
「
検
査
責
任
者
」
と
い
う
。）を

指
名
す
る
こ
と
。

二

信
頼
性
保
証
部
門
の
責
任
者
（
以
下
「
信
頼
性
保

証
部
門
責
任
者
」
と
い
う
。）を
指
名
す
る
こ
と
。

三

信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
適
切
に

行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

四

信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
か
ら
提
出
が
あ
っ
た
最

終
報
告
書
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
最
終
報
告
書
に

検
査
に
合
格
し
た
種
馬
鈴
し
よ
の
配
布
先
の
一
覧
表

を
添
え
、
植
物
防
疫
官
に
報
告
す
る
こ
と
。

五

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
計
画
書
、

デ
ー
タ
そ
の
他
の
文
書
（
図
画
及
び
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）及
び
こ
れ
ら
の
変
更
又
は
訂
正
に

係
る
文
書
並
び
に
標
本
（
以
下
「
検
査
関
係
資
料
」

と
い
う
。）を
保
存
す
る
施
設
（
以
下
「
資
料
保
存
施

設
」
と
い
う
。）の
責
任
者
（
以
下
「
資
料
保
存
施
設

管
理
責
任
者
」
と
い
う
。）を
指
名
す
る
こ
と
。

六

検
査
部
門
及
び
信
頼
性
保
証
部
門
に
属
す
る
者
に

つ
い
て
の
教
育
、
訓
練
及
び
職
務
経
験
を
記
録
し
た

文
書
並
び
に
職
務
分
掌
を
明
記
し
た
文
書
を
作
成

し
、
こ
れ
ら
を
保
存
す
る
こ
と
。

七

そ
の
他
検
査
の
実
施
に
関
す
る
業
務

（
検
査
責
任
者
）

第
八
条

検
査
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
検
査
が
こ
の
基
準
、
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
標
準
検
査
手
順
書
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
検
査
計
画
書
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
。

二

検
査
の
信
頼
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
疑
い
の
あ
る
事

実
に
つ
い
て
、
検
査
管
理
者
及
び
信
頼
性
保
証
部
門

責
任
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
及
び
改

善
措
置
が
文
書
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

三

次
条
第
一
項
第
三
号
の
指
摘
事
項
及
び
同
項
第
四

号
の
勧
告
に
よ
り
検
査
の
改
善
を
行
う
こ
と
。

四

検
査
関
係
資
料
が
検
査
中
及
び
そ
の
終
了
時
に
資

料
保
存
施
設
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
。

五

そ
の
他
検
査
の
実
施
、
記
録
、
報
告
等
の
管
理
に

関
す
る
業
務

（
信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
等
）

第
九
条

信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を
自
ら
行
い
、又
は
検
査
ご
と
の
担
当
者
を
指
名
し
、

そ
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

検
査
部
門
で
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
検
査
に
つ
い

て
、
検
査
責
任
者
の
氏
名
、
検
査
の
種
類
、
検
査
開

始
の
日
付
、
検
査
の
進
捗
状
況
、
最
終
報
告
書
の
作

成
状
況
等
を
検
査
ご
と
に
記
載
し
た
書
類
の
写
し
を

保
存
す
る
こ
と
。

二

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
検
査
手
順
書
及
び

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
計
画
書
の
写
し

を
保
存
す
る
こ
と
。

三

検
査
の
信
頼
性
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
当

な
時
期
に
、
検
査
の
調
査
を
行
い
、
当
該
検
査
が
こ

の
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
当
該
調
査
の
内
容
、
結
果
及
び
改
善
の

た
め
の
指
摘
事
項
、
こ
れ
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
た
措

置
並
び
に
再
調
査
の
予
定
等
を
記
載
し
た
文
書
を
作

成
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

四

前
号
の
調
査
に
お
い
て
、
検
査
の
信
頼
性
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
を
発
見
し
た

と
き
は
、
検
査
管
理
者
及
び
検
査
責
任
者
に
対
し
て

報
告
す
る
と
と
も
に
、
改
善
の
た
め
の
勧
告
を
行
う

こ
と
。

五

検
査
ご
と
に
、
改
善
の
た
め
の
指
摘
事
項
及
び
こ

れ
に
対
し
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
報
告
書
を

作
成
し
、
検
査
管
理
者
及
び
検
査
責
任
者
に
提
出
す

る
こ
と
。

六

最
終
報
告
書
に
検
査
の
実
施
方
法
が
正
確
に
記
載

さ
れ
、
か
つ
、
デ
ー
タ
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
、
検
査
管
理
者
及
び
検
査
責
任
者
に

対
し
て
報
告
す
る
こ
と
。

七

そ
の
他
検
査
が
こ
の
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

２

検
査
ご
と
の
信
頼
性
保
証
部
門
の
担
当
者
は
、
当
該

検
査
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
保

存
さ
れ
る
文
書
は
、
資
料
保
存
施
設
に
保
存
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
検
査
手
順
書
）

第
十
条

検
査
管
理
者
は
、
各
検
査
を
的
確
に
実
施
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
実
施
方
法
及
び
手

順
を
記
載
し
た
標
準
検
査
手
順
書
を
作
成
し
、
検
査
責

任
者
及
び
信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
に
提
出
す
る
と
と

も
に
、
植
物
防
疫
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

培
養
施
設
及
び
ほ
場
の
管
理

二

機
器
の
保
守
点
検
及
び
修
理

三

栽
培
期
間
中
の
表
示

四

検
査
の
際
の
操
作
、
測
定
及
び
分
析
方
法

五

デ
ー
タ
の
管
理

六

信
頼
性
保
証
部
門
が
行
う
業
務

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

検
査
管
理
者
は
、
標
準
検
査
手
順
書
を
変
更
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
日
付
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
変
更
前

の
標
準
検
査
手
順
書
を
検
査
責
任
者
に
保
存
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
査
に
従
事
す
る
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
標
準
検
査
手
順
書
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
検
査
責

任
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

検
査
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
標
準
検
査
手
順
書

に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
デ
ー
タ
に
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
検
査
計
画
書
）

第
十
一
条

検
査
責
任
者
は
、
検
査
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
検
査
計
画
書
を
作
成
し
、
検
査
管

理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

表
題
及
び
検
査
内
容

二

検
査
担
当
部
署
の
名
称
及
び
所
在
地

三

検
査
責
任
者
の
氏
名

四

検
査
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

五

検
査
責
任
者
の
署
名
又
は
記
名
な
つ
印
及
び
そ
の

日
付

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

検
査
責
任
者
は
、
検
査
計
画
書
を
変
更
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
日
付
、
変
更
箇
所
及
び
理
由
を
文
書
に
よ
り

記
録
し
、
検
査
管
理
者
の
承
認
を
得
た
上
で
、
こ
れ
に

署
名
又
は
記
名
な
つ
印
の
上
検
査
計
画
書
と
と
も
に
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
実
施
）

第
十
二
条

検
査
は
、検
査
責
任
者
の
指
導
監
督
の
下
に
、

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
検
査
手
順
書
及
び
前

条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
計
画
書
に
従
っ
て
適
切
に

実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

検
査
に
従
事
す
る
者
は
、
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
、
そ

の
記
入
者
及
び
日
付
と
と
も
に
、
適
切
に
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
査
に
従
事
す
る
者
は
、
デ
ー
タ
を
訂
正
す
る
場
合

に
は
、
当
該
訂
正
の
理
由
、
訂
正
を
行
う
者
及
び
日
付

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
適
切
に
訂
正
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

検
査
に
従
事
す
る
者
は
、
検
査
中
に
異
常
又
は
予
見

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
検
査
責
任
者
に
報
告
し
、
改
善
の
た
め
の
措

置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
記
録
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
検
査
関
係
資
料
の
保
存
）

第
十
三
条

資
料
保
存
施
設
管
理
責
任
者
は
、
検
査
関
係

資
料
が
資
料
保
存
施
設
に
お
い
て
適
切
に
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

資
料
保
存
施
設
管
理
責
任
者
が
許
可
し
た
者
以
外
の

者
は
、資
料
保
存
施
設
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
合
格
種
馬
鈴
し
よ
の
表
示
）

第
十
四
条

検
査
責
任
者
は
、
検
査
に
合
格
し
た
種
馬
鈴

し
よ
に
つ
い
て
、
培
養
施
設
又
は
ほ
場
、
品
種
及
び
系

統
の
別
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
は
、
前
号
の
表
示
が
的
確

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
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